
第七号様式(第35条関係)

（単位：円）

科　　　　目 本年度末 前年度末 増　減

固定資産 1,096,533,012 1,114,324,296 △ 17,791,284

　有形固定資産 861,282,476 883,121,560 △ 21,839,084

　　土地 43,638,550 43,638,550 0

　　建物 458,769,055 464,690,716 △ 5,921,661

　　建物附属設備 229,787,299 250,326,324 △ 20,539,025

　　構築物 23,348,579 2,458,164 20,890,415

　　教育研究用機器備品 65,350,369 80,561,281 △ 15,210,912

　　管理用機器備品 10,016,962 11,074,863 △ 1,057,901

　　図書 30,371,661 30,371,661 0

　　車両 1 1 0

　　建設仮勘定 0 0 0

　特定資産 0 0 0

　　第２号基本金引当特定資産 0 0 0

　　第３号基本金引当特定資産 0 0 0

　その他固定資産 235,250,536 231,202,736 4,047,800

　　権利金 0 0 0

　　差入保証金 2,079,000 2,231,000 △ 152,000

　　出資金 100,000 100,000 0

　　ソフトウェア 5,599,800 0 5,599,800

　　収益事業元入金 227,471,736 227,471,736 0

　　長期貸付金 0 1,400,000 △ 1,400,000

流動資産 346,904,136 286,139,650 60,764,486

　　現金・預金 342,454,383 281,039,103 61,415,280

　　未収入金 1,056,000 1,128,040 △ 72,040

　　貯蔵品 0 0 0

　　前払金 324,000 400,000 △ 76,000

　　仮払金 0 593,690 △ 593,690

　　立替金 3,069,753 2,978,817 90,936

資　産　の　部　合　計 1,443,437,148 1,400,463,946 42,973,202

貸 借 対 照 表

令和５年3月31日現在

資　産　の　部



第七号様式(第35条関係)

（単位：円）

科　　　　目 本年度末 前年度末 増　減
固定負債 0 0 0

　長期借入金 0 0 0

　学校債 0 0 0

　長期未払金 0 0 0

　退職給与引当金 0 0 0

流動負債 226,236,238 238,847,765 △ 12,611,527

　短期借入金 0 5,335,000 △ 5,335,000

　未払金 6,690,344 1,468,782 5,221,562

　前受金 216,377,861 229,550,000 △ 13,172,139

　預り金 3,149,283 2,493,983 655,300

　仮受金 18,750 0 18,750

　１年以内償還予定学校債 0 0 0

負　債　の　部　合　計 226,236,238 238,847,765 △ 12,611,527

科　　　　目 本年度末 前年度末 増　減
基本金 976,057,032 931,831,813 44,225,219

　第１号基本金 956,103,999 916,940,395 39,163,604

　第２号基本金 0 0 0

　第３号基本金 0 0 0

　第４号基本金 19,953,033 14,891,418 5,061,615

繰越収支差額

　翌年度繰越収支差額 241,143,878 229,784,368 11,359,510

純　資　産　の　部　合　計 1,217,200,910 1,161,616,181 55,584,729

負債及び純資産の部合計 1,443,437,148 1,400,463,946 42,973,202

注記　1.　重要な会計方針
　　　　　引当金の計上基準
　　　　　①　徴収不能引当金
　　　　　　　貸付金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。
　　　　　②　退職給与引当金
　　　　　　　退職金規定がない為、退職給与引当金は計上していない。
　　　2.　重要な会計方針 該当事項なし
　　　3.　減価償却額の累計額の合計額 351,870,029　円
　　　4.　徴収不能引当金の合計額 0　円
　　　5.　担保に供されている資産の種類及び額 該当事項なし
　　　6.　翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 0　円
　　　7.　当該会計年度の末日において第４号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第４号基本金に相当する資金を有しており、該当しない
　　　8.　その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項 該当事項なし

負　債　の　部

純　資　産　の　部


